
Ｑ４：児童・生徒指導に関する小・中学校間の連携はどのように進めたらよいか。

「 （ ）」（ ）Ａ： 中１不登校生徒調査 中間報告 H15.8国立教育政策研究所生徒指導研究センター

によると、中学校１年生で不登校になった生徒の３分の２に、小学校での不登校の

経験やその傾向が見られたという結果になっている。この結果を見ても、小学校と

中学校がより詳細な情報交換を行うなど、連携を図っていくことが重要である。

また、児童生徒の健全な発達を促すためには、個々の児童生徒の発達段階を踏ま

えた系統性、一貫性のある指導・援助が必要である。

連携の方法

児童・生徒指導担当者連絡会 －連携の目的、方法の検討

管 理 職 等 連 絡 会 －具体的な方法や日程の調整、決定

児童・生徒指導情報の相互性の確保 児 童 生 徒 の 体 験 的 な 交 流 活 動

教 員 相 互 の 行 動 連 携 地 域 の 行 事 や 活 動 の 活 用

おもな連携の例

効果的な連携の具体例

児童に関する情報の引き継ぎ

○児童・生徒指導担当者間、小・中の学年担当者間、養護教諭間のそれぞれで情報交

換を行う。入学前だけでなく入学後も情報交換を行う。

○教職員が相互に授業参観を行い、児童・生徒指導や学習指導の在り方などの改善・

充実に資する。

○児童個人に関する記録を作成し、教員間の引き継ぎを確実に行う。

。○児童のプライバシーに配慮した情報の管理及び活用ができるような体制づくりを行う

○小学校での欠席状況と中学校での不登校との相関があるので、入学当初からの指導に

生かすためにも、欠席状況についての情報は、下記の「不登校相当 「準不登校」など」、

に分類しておくとよい。なお、この情報を活用した取組については 『中１不登校の未、

然防止に取り組むために （ ）を参照され』 H17.7国立教育政策研究所生徒指導研究センター

たい。

不登校相当 欠席日数＋保健室等登校日数＋(遅刻早退日数÷2)＝30日以上

準不登校 欠席日数＋保健室等登校日数＋(遅刻早退日数÷2)＝15日以上30日未満

小学校４～６年の３年間を通じての状況

不登校経験あり ・３年間の間に一度でも「不登校相当」に該当した者
・３年間とも「準不登校」に該当した者

不登校経験なし ・３年間とも「不登校相当 「準不登校」のいずれにも該当しなかった者」、

児童・生徒指導情報の相互性の確保

○児童・生徒指導中学校区連絡会

○相互学校訪問 ○情報交換会

○養護教諭連絡会 など

児童生徒の体験的な交流活動

○小・中合同の地域あいさつ運動や交通
安全運動、清掃作業等

○小・中合同の芸術発表会

○青年の家等の教育施設の合同利用 など

教 職 員 相 互 の 行 動 連 携

○小・中合同事例研究会

○相互授業参観、授業研究

○問題をもつ児童生徒に関する指導・援助

など

地 域 の 行 事 や 活 動 の 活 用

○子ども会育成会と小・中学校との連携

○地域スポーツを通じた異年齢交流

○連携による地域行事の企画 など


